
平成 29年 12月 25日 

 
GPIF の国内株式運用機関の議決権行使結果個別開示について 

 
 
平成２９年６月８日、年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）は、国内株式の運用を委託

している機関（以下、運用委託先）に対して、議決権行使結果の個別投資先企業及び議案ごとの公

表（以下「個別の議決権行使結果の公表」）を要請いたしました。本要請は、平成２９年５月２９

日に金融庁が公表した日本版スチュワードシップ・コード改訂（以下、改訂版コード）で新設され

た原則５－３「議決権行使結果を、個別の投資先企業及び議案ごとに公表すべきである」の趣旨に

則り、行ったものであり、ＧＰＩＦの「議決権行使原則」においても公表を求めているものです。 

なお、運用委託先が本公表は適切でないと考える場合には、その「公表が適切でないと考える理

由」の説明を求め、当該機関に対しては、公表に代えて、議決権行使を行った全ての投資先企業の

経営陣に対して、理解を得るべく、直接、議決権行使結果及びその行使理由を正確に伝えること等

を求めています。 

 

本年１１月末時点で、ＧＰＩＦの国内株式の運用委託先１６機関のうち１４機関（別添参照）が

個別の議決権行使結果をすでに公表しておりますが、インベスコ・アセット・マネジメントについ

ては、現在、公表準備を進めており、２０１８年５月頃に公表予定です。なお、セイリュウ・アセ

ット・マネジメント（再委託先：タイヨウ・パシフィック・パートナーズＬＰ）は、個別の議決権

行使結果の公表に替え、全ての投資先企業に対して直接、議決権行使前に行使方針の説明及び行使

後のフィードバックを行い、必要に応じてエンゲージメントを行うことで対応をしていると説明を

受けています。 

 

改訂版コードが示す通り、コーポレート・ガバナンス改革を「形式」から「実質」へ深化させて

いくに当たって、速やかな議決権行使結果の公表は、機関投資家が自らのスチュワードシップ責任

を果たす上で極めて重要であると考えており、本開示が、企業と運用機関との間でより深い対話が

なされるきっかけになると期待しております。 

以上 

  



【個別の議決権行使結果公表機関（GPIF 国内株式運用機関）】 

 アセットマネジメントＯｎｅ 

http://www.am-one.co.jp/company/voting/ 

 イーストスプリング・インベストメンツ(イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド) 

http://www.eastspring.co.jp/company/guideline.php 

 インベスコ・アセット・マネジメント（公表準備中（下記リンク先にて 2018年 5月頃公表予定）） 

http://www.invesco.co.jp/footer/proxy.html 

 キャピタル・インターナショナル(キャピタル・インターナショナル･インク) 

https://www.capitalgroup.com/advisor/jp/ja/proxy-voting.html 

 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・

ピー 等) 

https://www.gsam.com/japan/gsitm/company/stewardship.html 

 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント 

https://www.jpmorganasset.co.jp/wps/portal/Policy/Guideline 

 シュローダー・インベストメント・マネジメント 

http://www.schroders.com/ja-jp/jp/asset-management/about-schroders/proxy-voting/ 

 大和住銀投信投資顧問 

http://www.daiwasbi.co.jp/company/guideline/index.html 

 日興アセットマネジメント 

http://www.nikkoam.com/about/vote/results 

 野村アセットマネジメント 

http://www.nomura-am.co.jp/corporate/service/responsibility_investment/vote.html 

 野村アセットマネジメント(ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・エル・ピー) 

http://us.dimensional.com/about-us/corporate-governance 

 フィデリティ投信 

http://www.fidelity.co.jp/fij/about/governance/voting.html 

 ブラックロック・ジャパン 

https://www.blackrock.com/jp/individual/ja/about-us/important-information/voting 

 三井住友信託銀行 

http://www.smtb.jp/business/instrument/voting/voting_right.html 

 三菱ＵＦＪ信託銀行 

http://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/unyou_kabu.html#item3 

 ラッセル・インベストメント(ラッセル・インベストメント・インプリメンテーション・サービシーズ・エル・

エル・シー) 

https://russellinvestments.com/jp/legal/proxy 

※（ ）内は再委託先、リンク先は 2017年 12月 15日時点のものです。 
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